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(57)【要約】
　袋状物の外面および内面の全面を残すことなく、綺麗
に洗浄できる洗浄装置と洗浄方法を提供する。
　支持柱２は、袋状物Ｇの内部に空気を噴射する第１空
気ノズル３と、薬液を噴射する第１薬液ノズル４を有し
ており、支持柱２で支持された袋状物Ｇの外面に空気を
噴射する第２空気ノズル６と薬液を噴射する第２薬液ノ
ズル７を有している。第１空気ノズル３および第２空気
ノズル６には、空気を供給するブロワー１０と、供給す
る空気を加熱するヒーター１１とが接続されている。第
１薬液ノズル４および第２薬液ノズル７には、薬液を供
給するポンプ２０が接続され、ポンプ２０には薬液とし
て強アルカリ電解水、強酸電解水を貯溜するタンク２１
、２２が接続されている。支持柱２の第１空気ノズル３
から噴射する空気圧で袋状物を浮遊させて洗浄するので
、袋状物の内面の洗浄を完全に行うことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　袋状物の内面を洗浄する内面洗浄手段と外面を洗浄する外面洗浄手段が設けられており
、
前記内面洗浄手段は、前記袋状物を被せて、これを支持する支持柱を有しており、
前記支持柱は、前記袋状物の内部に空気を噴射する第１空気ノズルと、薬液を噴射する第
１薬液ノズルを有しており、
前記外面洗浄手段は、前記支持柱で支持された前記袋状物の外面に空気を噴射する第２空
気ノズルと薬液を噴射する第２薬液ノズルを有している
ことを特徴とする袋状物品の洗浄装置。
【請求項２】
　前記支持柱は、該支持柱の中心に形成され、空気を噴射する前記第１空気ノズルと、該
第１空気ノズルのまわりに形成され、斜め上方に薬液を噴射する複数本の前記第１薬液ノ
ズルを備えている
ことを特徴とする請求項１記載の袋状物品の洗浄装置。
【請求項３】
　前記第１空気ノズルは、空気を斜め上方に向け、かつ前記支持柱のまわりに旋回させる
ように噴射するノズルである
ことを特徴とする請求項１記載の袋状物品の洗浄装置。
【請求項４】
　前記第２空気ノズルと前記第２薬液ノズルは、前記支持柱の上方に位置する取付板に取
付けられており、
該取付板は、前記第１空気ノズルから噴射された空気で浮上された袋状物が上昇しすぎな
いように規制するストッパーを兼ねている
ことを特徴とする請求項１記載の袋状物品の洗浄装置。
【請求項５】
　前記第１空気ノズルおよび前記第２空気ノズルには、空気を供給するブロワーと、供給
する空気を加熱するヒーターとが接続されている
ことを特徴とする請求項１記載の袋状物品の洗浄装置。
【請求項６】
　前記第１薬液ノズルおよび前記第２薬液ノズルには、薬液を供給するポンプが接続され
、
該ポンプには薬液として強アルカリ電解水、強酸電解水を貯溜するタンクが接続されてい
る
ことを特徴とする請求項１記載の袋状物品の洗浄装置。
【請求項７】
　請求項１記載の洗浄装置を用いる洗浄方法であって、
支持柱に袋状物を被せて、第１空気ノズルから空気を袋状物の内部に噴射させて袋状物を
浮遊状態にしておき、第１薬液ノズルと第２薬液ノズルより強アルカリ電解水を袋状物の
内面と外面に噴射させて洗浄する洗浄工程と、
前記第１薬液ノズルと前記第２薬液ノズルより強酸電解水を袋状物の内面と外面に噴射さ
せて消毒する消毒工程と、
前記第１空気ノズルからの噴射を温風に切替え、かつ第２空気ノズルからも温風を噴射さ
せて、袋状物の内面と外面を乾燥させる乾燥工程とを実行する
ことを特徴とする袋状物品の洗浄方法。
【請求項８】
　前記洗浄工程は、強アルカリ電解水を噴霧する本工程と、これに続き、水を噴霧して残
留アルカリ成分を流す濯ぎ工程を含む
ことを特徴とする請求項６記載の袋状物品の洗浄方法。
【請求項９】



(3) JP WO2010/010596 A1 2010.1.28

10

20

30

40

50

　前記消毒工程は、強酸電解水を噴霧する本工程と、これに続き、水を噴霧して残留酸成
分を流す濯ぎ工程を含む
ことを特徴とする請求項６記載の袋状物品の洗浄方法。
【請求項１０】
　前記乾燥工程の後で、アルコールを袋状物の内面と外面に噴霧するアルコール消毒工程
を実行する
ことを特徴とする請求項６記載の袋状物品の洗浄方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、袋状物の洗浄装置および洗浄方法に関する。本明細書でいう袋状物とは、材
料が薄く軽量で、それ自体では本来の形態を保持し難く、かつ本来の形態が袋状である物
品をいう。この袋状物の代表的なものとしてはゴム製やビニール製の手袋がある。本発明
はこのような袋状物の洗浄、消毒、乾燥を行う洗浄装置および洗浄方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食品加工業や半導体工業、医療現場、水産業などで広くゴム手袋やビニール手袋が使用
されている。これらの手袋の素材は通気性の少ない素材であることから、手のひらからの
発汗に起因する汚染および手の指紋等の油分汚染が重大な汚染源となっている。しかるに
、手袋の外面の消毒は使用のつど消毒を行えばよいが、内面の消毒は裏返して洗浄等の作
業をしなければならないので、大変面倒であり、しかも内側の裏は洗浄しにくいので、実
際には充分に行われていない。そこで、手袋の内側も洗浄できる装置として、特許文献１
、２の従来技術１、２が提案された。
【０００３】
　従来技術１を図９に基づき説明する。
　この従来技術１は、ベルトコンベヤ103に４本の棒131ａからなる固定冶具131が取付け
られており、この４本の棒131ａに手袋110が内側を広げて差し込まれるようになっている
。ベルトコンベヤ103が洗浄部を通過するときに、手袋110に上ジェットノズル113ａ及び
下ジェットノズル113ｂから噴霧状の洗浄液が吹き付けられる。上ジェットノズル113ａか
ら噴出された洗浄液は、手袋110の外表面に付着し、外表面の汚れを除去する。下ジェッ
トノズル113ｂから噴出された洗浄液は、手袋110の内表面に行き渡って内表面全体に付着
し、内表面の汚れを除去する。手袋110の内部には下ジェットノズル113ｂから噴出された
洗浄液による上方への力が作用するが、４本の棒131ａが少し外側に開くように延びてお
り、また、上方からも洗浄液が噴出されているので、手袋110は手袋固定冶具131からは外
れることはない。
【０００４】
　しかるに、この従来技術１では、４本の棒131ａが手袋の内面に当っているので、この
棒131ａが邪魔になって、手袋の内面に洗浄できない部分が生ずる。
【０００５】
　従来技術２を図１０に基づき説明する。
　この従来技術２は、洗浄乾燥室に収納される手袋取付冶具230に取付台231が設けられて
おり、これが洗浄乾燥室220内に固定されている。取付台231には洗浄水を噴射する洗浄水
噴射ノズルと乾燥空気噴射ノズルとを兼用する噴射ノズル232が装備されている。この噴
射ノズル232は、５本１組のセットとなっており、１本１本のノズルが手袋の５本の指袋
内に挿入されて手袋の使用時の形状を保つようになっている。そして、５本のノズル232
から洗浄水を噴射して手袋の内側を指袋部も含めて洗浄するようになっている。
【０００６】
　しかるに、この従来技術２では、５本の噴射ノズル３２を５本の指袋のそれぞれに挿入
しなければならないので、セットに時間がかかるという問題がある。また、洗浄水の噴射
圧で手袋を浮遊させるので、上方は噴射圧が高く良く洗浄できるが、側面は噴射圧が低く
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、よく洗浄できないという問題がある。
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１８３７１号
【特許文献２】特開２００３－１７０１２９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑み、袋状物の外面および内面の全面を残すことなく、綺麗に洗浄
できる洗浄装置と洗浄方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１発明の袋状物品の洗浄装置は、袋状物の内面を洗浄する内面洗浄手段と外面を洗浄
する外面洗浄手段が設けられており、前記内面洗浄手段は、前記袋状物を被せて、これを
支持する支持柱を有しており、前記支持柱は、前記袋状物の内部に空気を噴射する第１空
気ノズルと、薬液を噴射する第１薬液ノズルを有しており、前記外面洗浄手段は、前記支
持柱で支持された前記袋状物の外面に空気を噴射する第２空気ノズルと薬液を噴射する第
２薬液ノズルを有していることを特徴とする。
　第２発明の袋状物品の洗浄装置は、第１発明において、前記支持柱は、該支持柱の中心
に形成され、空気を噴射する前記第１空気ノズルと、該第１空気ノズルのまわりに形成さ
れ、斜め上方に薬液を噴射する複数本の前記第１薬液ノズルを備えていることを特徴とす
る。
　第３発明の袋状物品の洗浄装置は、第１発明において、前記第１空気ノズルは、空気を
斜め上方に向け、かつ前記支持柱のまわりに旋回させるように噴射するノズルであること
を特徴とする。
　第４発明の袋状物品の洗浄装置は、第１発明において、前記第２空気ノズルと前記第２
薬液ノズルは、前記支持柱の上方に位置する取付板に取付けられており、該取付板は、前
記第１空気ノズルから噴射された空気で浮上された袋状物が上昇しすぎないように規制す
るストッパーを兼ねていることを特徴とする。
　第５発明の袋状物品の洗浄装置は、第１発明において、前記第１空気ノズルおよび前記
第２空気ノズルには、空気を供給するブロワーと、供給する空気を加熱するヒーターとが
接続されていることを特徴とする。
　第６発明の袋状物品の洗浄装置は、第１発明において、前記第１薬液ノズルおよび前記
第２薬液ノズルには、薬液を供給するポンプが接続され、該ポンプには薬液として強アル
カリ電解水、強酸電解水を貯溜するタンクが接続されていることを特徴とする。
　第７発明の袋状物品の洗浄方法は、請求項１記載の洗浄装置を用いる洗浄方法であって
、支持柱に袋状物を被せて、第１空気ノズルから空気を袋状物の内部に噴射させて袋状物
を浮遊状態にしておき、第１薬液ノズルと第２薬液ノズルより強アルカリ電解水を袋状物
の内面と外面に噴射させて洗浄する洗浄工程と、前記第１薬液ノズルと前記第２薬液ノズ
ルより強酸電解水を袋状物の内面と外面に噴射させて消毒する消毒工程と、前記第１空気
ノズルからの噴射を温風に切替え、かつ第２空気ノズルからも温風を噴射させて、袋状物
の内面と外面を乾燥させる乾燥工程とを実行することを特徴とする。
　第８発明の袋状物品の洗浄方法は、第６発明において、前記洗浄工程は、強アルカリ電
解水を噴霧する本工程と、これに続き、水を噴霧して残留アルカリ成分を流す濯ぎ工程を
含むことを特徴とする。
　第９発明の袋状物品の洗浄方法は、第６発明において、前記消毒工程は、強酸電解水を
噴霧する本工程と、これに続き、水を噴霧して残留酸成分を流す濯ぎ工程を含むことを特
徴とする。
　第１０発明の袋状物品の洗浄方法は、第６発明において、前記乾燥工程の後で、アルコ
ールを袋状物の内面と外面に噴霧するアルコール消毒工程を実行することを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１０】
　第１発明によれば、１個の袋状物は棒状の支持柱で支持されるので、手袋の指袋を差し
込むような手間がかからず簡単に用意ができる。また、支持柱の第１空気ノズルから噴射
する空気圧で袋状物を浮遊させて洗浄するので、袋状物の内面の全ての面に薬液を付着さ
せることができるから、袋状物の内面の洗浄を完全に行うことができる。
　第２発明によれば、第１空気ノズルは上方に空気を噴射するので、袋状物を安定して浮
上させやすく、第１薬液ノズルは斜め上方に薬液を噴霧するので袋状物の内面にまんべん
なく薬液を付着させることができるので、袋状物の内面を残すことなく洗浄できる。
　第３発明によれば、空気が旋回しながら斜め上方に噴射するので、その空気圧によって
袋状物が支持柱のまわりで旋回する。このため、袋状物の内部で第１薬液ノズルから噴射
される洗浄液や消毒液も乱流化し、袋状物内の隅々まで、とくに手袋の指袋内であっても
付着するようになるので、洗浄効果が高くなる。
　第４発明によれば、第１空気ノズルで浮上された袋状物は取付板でそれ以上浮上しない
ように規制されているので、浮上位置が安定する。このため、内面の洗浄や消毒もまんべ
んなく行え、また外面の洗浄や消毒も確実に行える。
　第５発明によれば、ブロワーのみ駆動すると室温の空気を第１空気ノズルから噴射させ
て、袋状物の浮上に使用することができ、ヒーターも併せて使用すると温風を第１空気ノ
ズルと第２空気ノズルから噴射させて温風乾燥に使用することができる。
　第６発明によれば、ポンプを駆動することによってタンク内の強アルカリ電解水や強酸
電解水を第１薬液ノズルと第２薬液ノズルへ供給して、噴射させることができ、袋状物の
洗浄と消毒ができる。
　第７発明によれば、支持柱の第１空気ノズルから噴射する空気圧で袋状物品を浮遊させ
て洗浄するので、袋状物の内面の全ての面に薬液を付着させることができるから、袋状物
品の内面の洗浄を完全に行うことができる。そして、第１、第２薬液ノズルから、強アル
カリ電解水を噴射させ、ついで強酸電解水を噴射させることによって、洗浄と消毒ができ
る。また、第１、第２空気ノズルを使って、温風を噴射させて乾燥することができる。こ
のように、洗浄、消毒、乾燥の全工程を行うことができる。
　第８発明によれば、強アルカリ電解水による洗浄が行え、かつ、その後の残留アルカリ
成分を洗い流す濯ぎが行える。この濯ぎによって次工程で使う強酸電解水が中和されない
ので、消毒効果が薄められない。
　第９発明によれば、強酸電解水による消毒が行え、かつ、その後の残留酸成分を洗い流
す濯ぎが行える。
　第１０発明によれば、アルコールによる消毒が行えるので、強酸電解水による消毒が不
十分であったとしても、アルコールによって消毒が充分となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　つぎに、本発明の実施形態を図面に基づき説明する。
（第１実施形態）
　図１は本発明の第１実施形態に係わる洗浄装置の説明図である。
【００１２】
　図１において、１は基台であり、その上面に２本の支持柱２が立設されている。２本の
支持柱２は左右一対の手袋を支持するため設けられている。それぞれの支持柱２は棒状で
あって、第１空気ノズル３と第１薬液ノズル４が内蔵されている。
【００１３】
　前記第１空気ノズル３は支持柱２の中心部を上下に貫通して形成され、上端で開口して
いる。このため、空気を上方に噴射することができる。なお、斜め上方に空気を噴射する
ものであってもよい。
　前記第１薬液ノズル４は、２本以上、好ましくは３本～６本位が前記第１空気ノズル３
の囲りで上下に延びるように形成され、上端でやや斜め外側に向けて開口している。この
ため、薬液等を斜め上向きに噴射することができる。
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【００１４】
　一方、前記支持柱２の上方には、取付板５を介して、第２空気ノズル６と第２薬液ノズ
ル７が設けられている。この第２空気ノズル６と第２薬液ノズル７は、いずれも下方に位
置する支持柱２に被せられた手袋Ｇに向けて空気や薬液を噴射できるように取付けられて
いる。
【００１５】
　前記取付板５は袋状物Ｇの上昇しすぎを防止するストッパーを兼ねている。後述するご
とく、支持柱２に挿入された袋状物Ｇは、第１空気ノズル３から空気が噴出すると、その
空圧で浮遊した状態となるが、取付板５に袋状物Ｇの上端が当ると、それ以上は上昇しな
いので、袋状物Ｇが飛び去ることを防止できる。
【００１６】
　１０はブロワーで、適量の空気を送風することができる。なお、大量の風量、圧力は必
要ないので、低圧小型のコンプレッサーを用いてもよい。
　前記ブロワー１０の吐出口にはヒーター１１が取付けられ、ブロワー１０の吐出する空
気を加熱し、温風にすることができる。このヒーター１１は、空気を加温するだけの簡単
な構造のもので足りる。
【００１７】
　前記ヒーター１１からは配管１２が第１空気ノズル３に導かれており、この配管１２の
途中には開閉弁１３が介装されている。
　また、前記ヒーター１１からは配管１４が第２空気ノズル６に導かれており、この配管
１４の途中には開閉弁１５が介装されている。
【００１８】
　２０はポンプである。液相の異なる薬液を１台のポンプで送液する場合は、定量ポンプ
を用いるのが好ましい。２１～２４はタンクである。タンク２１には強アルカリ電解水が
貯えられ、タンク２２には強酸電解水が貯えられ、タンク２３には水が貯えられ、タンク
２４にはアルコールが貯えられている。前記タンク２１，２２には電解処理ユニットも付
設されている。
【００１９】
　そして、ポンプ２０から各タンク２１～２４へは、配管２５～２８がそれぞれ配設され
ている。また、各配管２５～２８には、それぞれ開閉弁３５～３８が介装されている。
　なお、タンク２３は、これを設ける代りに水道管を用いてもよく、この場合は水道管を
配管２７に直接接続すればよい。
【００２０】
　前記ポンプ２０には、２本の吐出配管３１，３３が配設されている。吐出配管３１は前
記第１薬液ノズル４に導かれており、その途中には開閉弁３２が介装されている。吐出配
管３３は前記第２薬液ノズル７に導かれており、その途中には開閉弁３４が介装されてい
る。
【００２１】
　図１の洗浄装置には、図示しないシーケンス制御回路が備えられており、その制御回路
は公知のタイマーやパーソナルコンピュータで構成されている。そして、制御の回路から
の指令に基づき、ブロワー１０、ヒーター１１およびポンプ２０が順に起動、停止をし、
それに合わせて、開閉弁１３，１５，３２，３４，３５～３８が開閉動作するようになっ
ている。
　なお、上記動作は、全てを自動制御せずとも、一部を手動としてもよく、全部を手動と
してもよい。
【００２２】
　本発明の洗浄装置における特徴は、支持柱２に手袋Ｇを簡単に支持させることができ、
かつ浮上状態に支持できることにある。
　図２に示すように、支持柱２は１本の棒状部材である。したがって、これに手袋Ｇを挿
入するのは簡単であって、単に被せるだけでよい。つまり、従来技術２のように、５本の



(7) JP WO2010/010596 A1 2010.1.28

10

20

30

40

50

指に１本づつ支持部材を差し込まなくてよいので、装着作業が極めて簡単に行え、このこ
とは多数の手袋Ｇの洗浄作業をするときは、大変作業効率がよいことを意味している。
【００２３】
　また、ポンプ１０を起動し、開閉弁１３を開いて、配管１２から第１空気ノズル４に空
気を供給すると、第１空気ノズル４の先端から空気が上方、あるいは斜め上方に噴出する
ので、その空気圧により手袋Ｇは上昇する。しかも、手袋Ｇは本来不定形なものであるが
、内部に空気が充満することによって、一定の形状に膨らみ、その形が一定に保たれる。
図２の右側は浮上の途中状態を示し、左側は上方の取付板５に当るまで浮上した状態を示
している。浮遊させる位置は、作業の種類によって任意に選択すればよい。
　このように、手袋Ｇを浮遊させ、一定の形を保つことによって、手袋Ｇの内面が何物に
も接触してない状態となる。このため洗浄液や消毒液等の薬液がまんべんなく手袋Ｇの内
面に付着し、これによって、内面を残すことなく完全に洗浄することが行えるようになる
。
　また、手袋Ｇの親指の指袋部は他の指の指袋より下側に付いているが、浮上状態では第
１薬液ノズル４から噴出する薬液を親指用の指袋内に噴射できるので、親指専用のノズル
を設けることなく、内面洗浄が行える。
【００２４】
　つぎに、上記洗浄装置による洗浄方法を説明する。
　洗浄に際しては、図２に示すように、手袋Ｇを支持柱２に被せる。ついで、以下の工程
を実行する。
【００２５】
［１］手袋Ｇの外面の洗浄と消毒
　図３に基づき、以下説明する。
【００２６】
（１）洗浄工程
　開閉弁３５を開いてポンプ２０とタンク２１を連通し、強アルカリ電解水を吸引できる
ようにし、開閉弁３４を開いて、ポンプ２０と第２薬液ノズル７とを連通させる。ポンプ
２０を起動すると、強アルカリ電解水が手袋Ｇの上方からその外面に噴霧される。これに
より、攪拌や摩擦をすることなくたんぱく質や油脂が溶解され、洗浄される。
　洗浄を終えると、開閉弁３５を閉じ開閉弁３７を開いて、タンク２３内の水をポンプ２
０が吸引できるようにする。この水を第２薬液ノズル７から噴霧すると、手袋Ｇの外面を
水洗いして濯ぐことができる。終れば、開閉弁３７を閉じる。この濯ぎによって、次工程
で使う強酸電解水の中和を防止できる。
【００２７】
（２）消毒工程
　開閉弁３６を開いて、タンク２２内の強酸電解水をポンプ２０で吸引できるようにし、
第２薬液ノズル７から手袋Ｇの外面に強酸電解水を噴霧する。これにより消毒を短時間で
効率よく行うことができる。終れば、開閉弁３６を閉じる。
　洗浄を終えると、開閉弁３６を閉じ開閉弁３７を開いて、タンク２３内の水をポンプ２
０が吸引できるようにする。この水を第２薬液ノズル７から噴霧すると、手袋Ｇの外面を
水洗いして濯ぐことができる。終れば、開閉弁３７を閉じる。この濯ぎによって、強酸電
解水が付着したままになるのを防止できる。
【００２８】
［２］手袋Ｇの内面の洗浄と消毒
　図４に基づき、以下説明する。
【００２９】
（３）洗浄工程
　開閉弁１３を開いて、ブロワー１０から支持柱２内の第１空気ノズル３に送風する。こ
の送風圧力により手袋Ｇが浮上状態となって、支持柱２と手袋Ｇの内面とが接触しない状
態となる。また、取付板５によって手袋Ｇは上昇しすぎないように規制されている。
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【００３０】
　上記に併せて、開閉弁３５を開いてポンプ２０とタンク２１を連通し、強アルカリ電解
水を吸引できるようにし、開閉弁３２を開いて、ポンプ２０と第１薬液ノズル４とを連通
させる。ポンプ２０を起動すると、強アルカリ電解水が手袋Ｇの内面に噴霧される。これ
により、攪拌や摩擦をすることなくたんぱく質や油脂が溶解され、洗浄される。
　洗浄を終えると、開閉弁３５を閉じ開閉弁３７を開いて、タンク２３内の水をポンプ２
０が吸引できるようにする。この水を第１薬液ノズル４から噴霧すると、手袋Ｇの内面を
水洗いして濯ぐことができる。終れば、開閉弁３７を閉じる。この濯ぎによって、次工程
で使う強酸電解水の中和を防止できる。
【００３１】
（４）消毒工程
　開閉弁３６を開いて、タンク２２内の強酸電解水をポンプ２０で吸引できるようにし、
第１薬液ノズル４から手袋Ｇの内面に強酸電解水を噴霧する。これにより消毒を短時間で
効率よく行うことができる。終れば、開閉弁３６を閉じる。
　洗浄を終えると、開閉弁３６を閉じ開閉弁３７を開いて、タンク２３内の水をポンプ２
０が吸引できるようにする。この水を第１薬液ノズル４から噴霧すると、手袋Ｇの内面を
水洗いして濯ぐことができる。終れば、開閉弁３７を閉じる。この濯ぎによって、強酸電
解水が付着したままになるのを防止できる。
【００３２】
［３］手袋Ｇの外面の乾燥
　図５に示すように、開閉弁１５を開いて、ヒーター１１を働かせ、ブロワー１０を起動
すると、第２空気ノズル６から温風が手袋Ｇの外面に噴射される。これにより手袋Ｇの外
面が乾燥する。
【００３３】
［４］手袋Ｇの内面の乾燥
　図６に示すように、開閉弁１３を開いて、ヒーター１１を働かせ、ブロワー１０を駆動
すると、第１空気ノズル３から温風が噴射される。この温風は手袋Ｇの内面に当って、手
袋内部を乾燥させる。
【００３４】
[５]アルコール消毒
　上記に示した洗浄→消毒→乾燥の３工程により基本的には洗浄は完了する。しかし、こ
れに加えて、７５％アルコールによるアルコール消毒を付加してもよい。
　この場合は、つぎのように行う。図３および図４に基づき説明する。
　開閉弁３６を開いて、タンク２２内の強酸電解水をポンプ２０で吸引できるようにし、
第２薬液ノズル７から手袋Ｇの外面に強酸電解水を噴霧する。また、第１薬液ノズル４か
ら手袋Ｇの内面に強酸電解水を噴霧する。これにより消毒を行う。終れば、開閉弁３６を
閉じる。
【００３５】
　上記のように手袋Ｇの内面および外面を洗浄、消毒、乾燥させると、次回使用時に手袋
を衛生的に快適な状態で使用することができる。
【００３６】
（第２実施形態）
　図７は第２実施形態に係わる洗浄装置を示している。
　本実施形態は支持柱２に設けた第１空気ノズル３と取付板５に特徴があり、その余の構
成は、前記第１実施形態と同様であるので、以下、第１空気ノズル３と取付板５のみを説
明する。
【００３７】
　本実施形態の支持柱２には、第１空気ノズル３の噴出孔が２ヵ所ないし３ヵ所形成され
ており、各噴出孔は斜め上方に向きであり、かつ平面視で時計廻りあるいは反時計廻りに
形成されている。
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　このため、第１空気ノズル３から噴射される空気流は斜め上向きであり支持柱２の回り
を旋回する旋回流となる。このような旋回流が袋状物Ｇの内部に噴射されると、袋状物Ｇ
も上昇しつつ同方向に旋回することになる。
【００３８】
　前記取付板５は、正面視でみて下向きに凸となる形状に湾曲している。これは、風圧で
上昇してきた手袋Ｇの最上端のみが取付板５に対し１点で接触するようにしたものである
。取付板５に対し手袋が１点で接触すると、手袋Ｇの回転が許容され、かつ上昇しすぎを
抑制することもできる。
　なお、第２薬液ノズル７は、手袋Ｇの回転を邪魔しないように、取付板５の表面から引
っ込めて取付けるか、あるいは少し横にズラして取付ける等の工夫をするとよい。
【００３９】
　本実施形態のように袋状物Ｇが支持柱２のまわりで旋回すると、袋状物Ｇの内部で第１
薬液ノズル４から噴射される洗浄液や消毒液も乱流化し、袋状物Ｇ内の隅々まで、とくに
手袋の指袋内であっても付着するようになるので、洗浄効果が高くなる。
【００４０】
（手袋以外の洗浄）
　前記各実施形態は手袋を洗浄する場合の説明であったが、手袋以外の袋状物も同様に洗
浄できる。そのような例として、たとえば食品業界で用いられるビニール袋やその他種々
の袋を挙げることができる。
　図８はビニール袋を洗浄する場合を示している。ビニール袋の場合も、その内面および
外面を洗浄、消毒、乾燥させると、次回使用時に衛生的に快適な状態で使用することがで
きる。
【００４１】
　（他の実施形態）
　図１の洗浄装置では、左右一対の手袋を洗浄する２本の支持柱を示しているが、この支
持柱の本数は任意であって、本数を増やすことにより多数の手袋の同時洗浄が可能となる
。
　また、袋状物における内面と外面の洗浄順位は内面を先にして外面を後でもよく、その
逆でもよい。さらに、内面と外面を同時に行ってもよい。
【００４２】
　前記実施形態では、袋状物の洗浄をバッチ式で行ったが、これを連続式に行ってもよい
。
　この場合、コンベヤーに支持柱２を取付け、第１空気ノズル３への空気供給経路や第１
薬液ノズル４への薬液供給経路には、シールをする必要がある。第２空気ノズル６と第２
薬液ノズル７は定置式とし、コンベヤーに取付けた多数の支持柱２が、その下方を通過す
るようにしておけばよい。
　また、空気や薬液の供給、停止の制御は、袋状物の移動位置を光電管等の非接触センサ
ーで検知することにより行える。
【００４３】
　本発明で用いる洗浄液や消毒液は、液状のまま噴射してもよいが、霧状にして噴霧して
もよい。霧状に噴霧する場合は、使用量が少なくてすむという利点がある。
【００４４】
　本発明によれば、洗浄・消毒・乾燥する全工程を１ヵ所にて全自動で処理することがで
きる。このため、水槽や乾燥機等を個別に設置する必要がないので、設置スペースを少な
くすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明によれば、手袋やビニール袋等の袋状物の内面まで、確実に洗浄、消毒、乾燥さ
せることができ、次回使用時に衛生的に使用することができる。このため、食品工業や半
導体作業、医療現場、水産加工業などでの衛生環境を向上させることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の第１実施形態に係わる洗浄装置の説明図である。
【図２】同洗浄装置において手袋を支持している状態の説明図である。
【図３】本発明の洗浄方法における手袋の外面の洗浄工程と消毒工程の説明図である。
【図４】本発明の洗浄方法における手袋の内面の洗浄工程と消毒工程の説明図である。
【図５】本発明の洗浄方法における手袋の外面の乾燥工程の説明図である。
【図６】本発明の洗浄方法における手袋の内面の乾燥工程の説明図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係わる洗浄装置の説明図である。
【図８】同洗浄装置において手袋以外の袋状物を洗浄する状態の説明図である。
【図９】従来技術１の説明図である。
【図１０】従来技術２の説明図であって、（Ａ）は全体図、（Ｂ）は手袋取付治具の斜視
図である。
【符号の説明】
【００４７】
　　２　　支持柱
　　３　　第１空気ノズル
　　４　　第１薬液ノズル
　　６　　第２空気ノズル
　　７　　第２薬液ノズル
　１０　　ブロワー
　１１　　ヒーター
　２０　　ポンプ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【国際調査報告】
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